
横
山
特
別
保
護

地
区

南
飛�
健
康
増

進
セ
ン
タ
ー
鳥

獣
保
護
区

名

称

第

二

千

四

十

一

号

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

飛�
市
神
岡
町
横
山
字
日
面
平
と
字
十
六
釜
と
字
大
池
と
の
交
点
と
な
る

荒
田
谷
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
谷
を
北
進
し
富
山
県
境
に
至
り
、
同
所

か
ら
県
境
を
東
南
進
し
横
山
と
杉
山
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
を

下
呂
市
萩
原
町
四
美
に
所
在
す
る
南
飛�
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
施
設
と
六

四
、
六
五
、
六
九
、
七
一
、
七
二
、
七
四
、
七
五
、
七
六
、
七
七
林
班
の
内

の
県
有
林
及
び
同
地
区
の
飛�
川
温
泉
し
み
ず
の
湯
と
皇
樹
の
杜
を
含
む
七

三
、
七
七
、
七
八
林
班
の
内
の
市
有
林
に
当
た
る
区
域

区

域

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
鳥
獣
保
護
区
及
び
特
別
保
護
地
区
の
指
定

(

地
球
環
境
課)

二
九
五
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

二
九
六

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知

(

同

)

三
〇
〇

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

三
〇
〇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

三
〇
一

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(
農
地
計
画
課)

三
〇
一

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(
都
市
政
策
課)

三
〇
一

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

三
〇
二

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

三
〇
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

同

)

三
〇
三

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

同

)
三
〇
七

○
同

(

恵
那
農
林
事
務
所)
三
〇
七

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
二
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
及
び
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
保
護

地
区
の
指
定
を
す
る
た
め
、
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
及
び
同
法
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳥
獣
保
護
区
及
び
特
別
保
護
地
区
の
名
称
、
区
域
、

存
続
期
間
及
び
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案
並
び
に
こ
れ
ら
の
縦
覧
場
所
を
公
告
す
る
。

な
お
、
同
法
第
二
十
八
条
第
五
項
及
び
同
法
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
区
域
に
係
る
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
二

十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五
月
五
日
ま
で
の
間
に
当
該
指
針
の
案
に
つ
い
て
、
岐
阜
県
知
事
に
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

鳥
獣
保
護
区
及
び
特
別
保
護
地
区
の
名
称
及
び
区
域
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翌
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横
山
特
別
保
護

地
区

南
飛�
健
康
増

進
セ
ン
タ
ー
鳥

獣
保
護
区

名

称

横
山
特
別
保
護

地
区

南
飛�
健
康
増

進
セ
ン
タ
ー
鳥

獣
保
護
区

名

称

環
境
生
活
部
地
球
環
境
課
、
飛�
振
興
局
環
境
課
及
び
飛�
市
役
所

環
境
生
活
部
地
球
環
境
課
、
飛�
振
興
局
下
呂
駐
在
所
及
び
下
呂
市
役
所

縦

覧

場

所

森
林
鳥
獣
生
息

地
の
保
護
区

身
近
な
鳥
獣
生

息
地
の
保
護
区

指

定

区

分

南
西
進
し
横
山
字
大
池
と
字
十
六
釜
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
を

西
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

当
該
地
域
は
、
ケ
ヤ
キ
、
ト
チ
、
ナ
ラ
等
か
ら
な
る
天

然
広
葉
樹
林
で
、
モ
ズ
、
セ
キ
レ
イ
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
及

び
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
な
野
生
鳥
獣

の
生
息
適
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、

生
息
す
る
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
。

当
該
地
域
は
、
下
呂
市
の
北
部
に
位
置
し
、
ヒ
ノ
キ
、

モ
ミ
、
ク
リ
等
が
混
交
し
て
い
る
天
然
林
の
ほ
か
、
ス
ギ

及
び
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
が
分
布
し
て
お
り
、
ヤ
マ
ド
リ
、

キ
ジ
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
等
の
鳥
獣
類
が
多
数
生
息
し
て
い
る
。

自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
や
鳥
類
の
観
察
の
場
と
し
て
最
適
で

あ
る
当
該
地
域
に
つ
い
て
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
生

息
す
る
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
。

指

定

目

的

二

鳥
獣
保
護
区
及
び
特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

三

鳥
獣
保
護
区
及
び
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

四

一
か
ら
三
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
縦
覧
場
所

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
片
野
町
五
丁
目
五
九
一
、
八
九
二
か
ら
八
九
四
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
下
林
町
二
八
五
四
の
一
、
二
八
五
五
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

第２０４１号 岐 阜 県 公 報 平成21年４月21日 ( 296 )



三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
清
見
町
池
本
字
鬼
淵
平
一
七
〇
八
の
五
、
一
七
〇
八
の
八
、
一
七
〇
八
の
一
一
、
一
七
〇

八
の
四
九
、
一
七
〇
八
の
五
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
清
見
町
池
本
字
堀
ノ
上
垣
内
一
一
六
二
、
字
三
駄
谷
一
三
五
八
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所
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関
市
上
之
保
字
長
場
地
二
四
七
七
八
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
関
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

関
市
小
野
字
小
橋
一
〇
四
五
の
一
、
一
〇
四
七
、
一
〇
四
九
の
一
、
一
〇
四
九
の
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
関
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

飛�
市
古
川
町
畦
畑
字
大
平
一
七
八
一
の
七

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
飛�
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
六
合
字
呉
子
谷
三
五
二
、
字
若
土
三
九
一
、
四
〇
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
外
津
汲
字
小
当
谷
一
〇
四
五
の
一
、
一
〇
四
五
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
池
田
町
願
成
寺
字
西
墳
ノ
越
三
六
八
の
二
、
字
内
山
六
八
三
の
一
、
六
八
三
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
池
田
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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下
田
瀬

区

域

名

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
六
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

及
び
標
柱
一
号
と
十
六
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域(

次
の
図
に

示
す
と
お
り
と
す
る
。)

中
津
川
市
田
瀬
字
下
田
瀬
上

四
〇
四
番
二

一
号

二
三
六
番
三
二

二
号

二
三
八
番

三
号
及
び
四
号

二
三
七
番
一

五
号

二
三
七
番
五

六
号

二
三
七
番
一
一

七
号

二
三
七
番
二
〇

八
号
及
び
九
号

二
四
三
番
一

十
号

二
四
六
番

十
一
号

三
七
〇
番
六

十
二
号

三
九
九
番
一
二

十
三
号

二
四
〇
番
二

十
四
号

四
〇
四
番
八

十
五
号

一
五
二
〇
番
二

十
六
号

区

域

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
八
百
津
町
福
地
字
押
上
四
五
八
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
八
百
津
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
保
安
林
を

解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

多
治
見
市
滝
呂
町
十
五
丁
目
二
四
〇
、
二
四
七
、
二
四
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
多
治
見
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
七
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
二
十

一
年
三
月

十
七
日

平
成
二
十

一
年
三
月

十
七
日

平
成
二
十

一
年
三
月

十
二
日

取
消
年
月

日 県
営
中
山
間
地
域
農
村
活

性
化
総
合
整
備
事
業

事

業

の

種

類

株
式
会
社

り
ゅ
う
い

き 株
式
会
社

秋
山
組

ひ
お
き
建

築 商
号
又
は

名
称

代
表
取
締

役

井
戸

輝
雄

代
表
取
締

役

秋
山

正
博

日
置
頼
雄

代
表
者
の

氏
名

ま
ご
め
地
区
荒
町
工
区

ま
ご
め
地
区
八
重
島
工
区

ま
ご
め
地
区
南
野
工
区

ま
ご
め
地
区
宮
田
工
区

施
行
に
係
る
地
区
名

各
務
原
市
三
井

北
町
三
丁
目
一

五
番
地

高
山
市
桐
生
町

二
―
四
一

郡
上
市
大
和
町

徳
永
七
三
三
―

二 主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

般
十
六
―
一

〇
〇
五
七
四

特
十
九
―
二

四
九
〇

般
十
九
―
四

五
〇
一
八
五

許
可
番
号 平

成
二
一
・

三
・
二
六

同 同

二
一
・

三
・
一
九

平
成
一
九
・

三
・
二
六

工
事
完
了
年
月
日

土
木
一
式
、
管
及
び

水
道
施
設
工
事
業

土
木
一
式
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
及
び
水
道
施
設
工

事
業

建
築
一
式
及
び
大
工

工
事
業

取
り
消
し
た
工
事
業

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
恵
那
土
木
事
務
所
及
び

中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
四
月
九
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
は
ー
と
ふ
る

三

代

表

者

の

氏

名

安
江

孝
文

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
下
恵
土
五
四
三
六
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
発
達
障
害
児(

者)

に
対
し
て
社
会
的
に
自
立

し
た
生
活
が
営
め
る
よ
う
に
指
導
・
訓
練
と
い
っ
た
療
育
に
関
す

る
事
業
を
行
い
、
就
労
支
援
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
の
社
会
生
活

支
援
に
よ
っ
て
地
域
と
社
会
の
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
様
々
な
人
々

が
協
力
し
あ
い
共
生
す
る
社
会
作
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号(

廃
業
等)

の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
西
建
築
第
五
二
号
の
四

同

二
〇
・

七
・
二
三

同
西
建
築
第
五
四
号
の

一
四

同
二
〇
・

九
・
二
九

同
西
建
築
第
五
四
号
の

一
八

同
二
〇
・
一
二
・

二

岐
阜
県
指
令
岐
建
築
第
九
四

号
の
一
六

平
成
二
〇
・

八
・
二
二

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

平
成
二
十

一
年
三
月

二
十
六
日

平
成
二
十

一
年
三
月

二
十
六
日

平
成
二
十

一
年
三
月

二
十
六
日

平
成
二
十

一
年
三
月

二
十
六
日

平
成
二
十

一
年
三
月

二
十
三
日

株
式
会
社

タ
ガ
ワ
建

設 株
式
会
社

田
口
土
木

株
式
会
社

拓
建

松
本
建
設

株
式
会
社

日
産
工
業

株
式
会
社

代
表
取
締

役

田
川

茂 代
表
取
締

役

田
口

公
也

代
表
取
締

役

丹
下

康
廣

代
表
取
締

役

松
本

成
俊

代
表
取
締

役

栃
井

政
文

安
八
郡
輪
之
内
町
里
字
大
瀬
町
一
〇
〇
番
二
、

一
〇
〇
番
五
、
二
三
九
番
四
、
二
三
九
番
五
、

二
三
九
番
六
及
び
二
四
五
番
四
、
同

郡
同

町
南
波
字
村
東
四
四
九
番
九
の
う
ち
Ａ

工
区

羽
島
市
江
吉
良
町
字
東
川
原
一
〇
七
九
番
一
、

一
〇
八
〇
番
一
、
一
〇
八
〇
番
二
、
一
〇
九

二
番
、
一
〇
九
四
番
、
一
〇
九
四
番
二
及
び

一
〇
九
五
番

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

高
山
市
大
新
町

四
丁
目
一
六
番

地
の
三
三

瑞
浪
市
陶
町
猿

爪
一
〇
八
二
番

地
の
二
四

多
治
見
市
小
名

田
町
小
滝
五
―

二
九
九

高
山
市
山
田
町

一
五
四
三
番
地

の
二

下
呂
市
萩
原
町

跡
津
四
三
九
番

地
の
一

般
十
七
―
二

七
六
五

般
十
八
―
一

二
六
〇
四

般
十
七
―
一

〇
五
一
二

般
十
七
―
九

四
五
六

般
十
八
―
七

五
二

土
木
一
式
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
、
ほ
装
及
び
水
道

施
設
工
事
業

土
木
一
式
及
び
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
工
事
業

土
木
一
式
、
建
築
一

式
、
大
工
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
、
鋼
構
造
物
、
塗

装
、
内
装
仕
上
及
び

造
園
工
事
業

造
園
工
事
業

造
園
工
事
業

緑
地

道
路
、
公
園

公
共
施
設
の

種
類

同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

平
成
二
十

一
年
三
月

三
十
一
日

平
成
二
十

一
年
三
月

三
十
日

平
成
二
十

一
年
三
月

二
十
七
日

岐
阜
市
宇
佐
南
三
丁
目
三
番
一
七
号

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社

岐
阜
支
店

支
店
長

鈴

木

博

巳

大
垣
市
寿
町
三
三
番
地

大
安
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

稲

川

哲

彦

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

有
限
会
社

ス
ト
ラ
イ

ズ
・
エ
ス

デ
ィ

西
野
建
設

株
式
会
社

中
井
工
務

店

代
表
取
締

役

荒
井

昭
夫

代
表
取
締

役

安
江

孝
文

中
井
城
嗣

下
呂
市
小
坂
町

小
坂
町
八
七
番

地
一

加
茂
郡
白
川
町

坂
ノ
東
五
七
三

九 可
児
市
皐
ヶ
丘

七
―
五
五

般
十
八
―
八

〇
〇
〇
〇
三

特
二
十
―
五

〇
〇
五
六
〇

般
十
九
―
五

〇
〇
〇
七
七

土
木
一
式
、
建
築
一

式
、
大
工
、
と
び
・

土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー

ト
、
管
、
造
園
及
び

水
道
施
設
工
事
業

管
工
事
業

建
築
一
式
工
事
業

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
中
建
築
第
四
二
号
の
四

同

二
〇
・

八
・
二
五

同
西
建
築
第
五
二
号
の
一
一

同

二
〇
・
一
二
・
一
〇

同
西
建
築
第
五
四
号
の

二
五

同
二
一
・

三
・
一
六

同
西
建
築
第
五
二
号
の
八

同

二
〇
・
一
〇
・
二
七

同
西
建
築
第
五
四
号
の

二
三

同
二
一
・

二
・
一
六

同
西
建
築
第
五
二
号
の
二

同

二
〇
・

五
・
一
九

同
西
建
築
第
五
四
号
の

一
五

同
二
〇
・
一
〇
・
二
三

同
西
建
築
第
五
四
号
の

二
六

同
二
一
・

三
・
一
七

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
鷹
之
巣
字
辻
ヶ
鼻
一

五
五
七
番
一
の
一
部
及
び
一
五
五
七
番
二

同

郡
同

町
大
字
中
之
元
字
横
町
一
一
二

五
番

同

郡
同

町
同
字
小
柳
三
五
三
番
六
及
び

三
五
三
番
七

同

郡
同

町
大
字
大
野
字
川
端
八
三
番

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
桜
大
門
字
鹿
穴
二
九
番

及
び
三
〇
番

道
路
、
公
園
、

下
水
道

道
路
、
水
路
、

緑
地
、
消
防

の
用
に
供
す

る
貯
水
施
設

道
路
、
水
路
、

消
防
の
用
に

供
す
る
貯
水

施
設
、
公
園

道
路
、
水
路
、

消
防
の
用
に

供
す
る
貯
水

施
設

同 同 同 同

東
京
都
江
東
区
木
場
五
丁
目
一
〇
番
一
〇
号

株
式
会
社

一
条
工
務
店

代
表
取
締
役

宮

地

剛

同

郡
揖
斐
川
町
三
輪
二
七
四
四
―
三
九
―
二

い
び
川
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

河

野

實

同

郡
同

町
大
字
黒
野
一
七
二
三
番
地
一

株
式
会
社

チ
ェ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

草

野

正

三

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
大
野
字
村
前
西
一
一
五
六
番
地

学
校
法
人

立
木
学
園

理
事
長

立

木

博

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

大
垣
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

川

合

洋

三

大
垣
市
平
町

三
一
番
地
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

下
池
東
部

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事�
木

哲

夫

海
津
市
南
濃
町
庭
田

七
三
七
番
地
二

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

下
池
東
部

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事

日

比

保

二

海
津
市
南
濃
町
戸
田

八
九
二
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

牧
田
川
用

水
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
監
事

安

田

務

養
老
郡
養
老
町
橋
爪

八
五
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

牧
田
川
用

水
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
監
事

久
保
田

和

夫

養
老
郡
養
老
町
橋
爪

四
一
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

室
原
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

井

上

儀

一

養
老
郡
養
老
町
室
原

六
八
一
番
地

同

川

地

憲

生

同

五
四
四
番
地
二

同

臼

井

美

幸

同

六
五
一
番
地

同

近

藤

正
次
郎

同

七
二
一
番
地

同

堀

登

同

七
三
七
番
地
一

同

横

田

等

同

七
三
六
番
地
一

同�
田�
男

同

六
二
八
番
地
一

同

長

沢

重

由

同

六
二
二
番
地

同�
田

幸

男

同

六
〇
三
番
地

同

伊

藤

文

夫

同

六
一
〇
番
地
一

同

川

地

悟

同

五
一
三
番
地

同

犬

飼

明

同

四
九
五
番
地

同�
木

庄

司

養
老
郡
養
老
町
色
目

一
〇
〇
四
番
地

同

佐

竹

正

則

同

五
二
六
番
地

同

他

田

實

養
老
郡
養
老
町
大
坪

一
六
三
番
地
一

監
事

大

矢

賢

治

同

室
原

六
五
五
番
地
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同

青

木

茂

同

六
九
〇
番
地

同

村

上�
昭

同

四
九
三
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

室
原
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

臼

井

美

幸

養
老
郡
養
老
町
室
原

六
五
一
番
地

同�
木

慶

次

同

一
〇
〇
〇
番
地
一

同�
田

徹

同

六
七
五
番
地
一

同

横

田

等

同

七
三
六
番
地
一

同

川

地

謙

司

同

七
一
八
番
地

同�
田�
男

同

六
二
八
番
地
一

同

長

沢

重

由

同

六
二
二
番
地

同�
田

幸

男

同

六
〇
三
番
地

同

伊

藤

文

夫

同

六
一
〇
番
地
一

同

川

地

正

矩

同

五
三
二
番
地

同

川

地

悟

同

五
一
三
番
地

同

三

輪

賢

治

同

四
八
五
番
地

同

長

沢

誠

養
老
郡
養
老
町
色
目

一
〇
一
六
番
地

同

佐

竹

正

則

同

五
二
六
番
地

同

他

田

實

養
老
郡
養
老
町
大
坪

一
六
三
番
地
一

監
事

大

矢

賢

治

同

室
原

六
五
五
番
地

同

青

木

茂

同

六
九
〇
番
地

同�
木

久

勝

同

五
〇
四
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
大

巻
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
理
事

石

原

一

市

養
老
郡
養
老
町
大
巻

四
二
一
番
地

同

野

原

政

彦

同

五
四
七
番
地

同

野

原

幸

光

同

二
二
四
九
番
地

同

山

森

幸

仁

同

一
〇
六
二
番
地

同

近

藤

利

春

同

一
〇
四
九
番
地
一

同

伊

藤

忠

和

同

三
九
九
番
地

同

松

葉

忠

二

同

七
九
四
番
地

同

黒

田

誠

同

四
八
四
番
地

同

橋

本�
雄

同

六
九
二
番
地

同

渡

邊

治

同

一
五
四
一
番
地

同

石

原

直

人

同

一
五
五
二
番
地

同

横

山

信

一

養
老
郡
養
老
町
釜
段

七
九
三
番
地

同

山

田

弘

之

同

大
巻

五
一
七
四
番
地

同

伊

藤

義

雄

同

五
二
二
〇
番
地

監
事

田

中

義

男

同

一
六
二
二
番
地

同

内

堀

勝

廣

同

一
七
三
番
地

同

田

中

雅

次

同

二
二
五
一
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所
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養
老
町
大

巻
土
地
改

良
区

平
成
��･�･�
理
事

野

原

政

彦

養
老
郡
養
老
町
大
巻

五
四
七
番
地

同

日
比
野�
男

同

一
四
八
一
番
地

同

杉

野

圭

吾

同

三
三
六
番
地

同

伊

藤

武

雄

同

一
一
二
八
番
地

同

近

藤

義

則

同

一
一
九
番
地

同

小

出

香

同

三
〇
番
地

同

田

中

幸

弘

同

六
七
一
番
地
一

同

中

島

一

二

同

八
四
二
番
地

同

馬

場

弘

幸

同

一
五
〇
四
番
地

同

野

原

弘

雄

同

一
五
六
一
番
地

同

伊

藤

正

男

同

四
九
二
二
番
地
二
〇

同

横

山

信

一

養
老
郡
養
老
町
釜
段

七
九
三
番
地

同

野

原

浩

一

同

大
巻

二
二
六
〇
番
地

同

方

野

孝

宣

同

二
二
二
三
番
地

監
事

田

中

義

男

同

一
六
二
二
番
地

同

花

森

一

也

同

七
七
〇
番
地

同

加

藤

謙

造

同

四
九
二
四
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
石

畑
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
理
事

香

川

義

己

養
老
郡
養
老
町
石
畑

九
二
八
番
地

同

野

村

千

浩

同

八
三
二
番
地
一

同

山

幡

守

同

一
〇
九
六
番
地

同

野

村

勝

同

一
〇
二
六
番
地

同

野

村

義

行

同

一
五
〇
三
番
地
二
の
一

同

小

寺

哲

雄

養
老
郡
養
老
町
押
越

三
八
五
番
地

同

伊

藤

哲

男

同

三
三
五
番
地
一

同

日

比

健

治

同

五
五
九
番
地
二

同

川�
芳

廣

養
老
郡
養
老
町
柏
尾

三
四
九
番
地

同

若

山

英

夫

同

明
徳

九
六
番
地

同

若

山

昌

則

同

一
一
五
番
地

同�
木

輝

昭

養
老
郡
養
老
町
勢
至

五
六
番
地
二

同

藤

田

惠

同

竜
泉
寺

二
二
三
番
地

同

鈴

木

美

義

同

養
老

一
六
七
番
地

監
事

山

幡�

已

同

石
畑

九
三
四
番
地

同

伊

藤

彪

同

押
越

二
六
一
番
地

同

細

川

忠

男

同

柏
尾

二
一
六
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
石

畑
土
地
改

良
区

平
成
��･�･�
理
事

野

村

千

浩

養
老
郡
養
老
町
石
畑

八
三
二
番
地
一

同

新

井

智

之

同

八
八
六
番
地

同

山

幡

守

同

一
〇
九
六
番
地

同

細

川

秀

夫

同

一
四
九
九
番
地

同

中

嶋

康

夫

同

一
五
一
二
番
地
三
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大

垣

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
二
一
・

四
・
二
一

認

可

年

月

日

恵

那

市

美

濃

東

部

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

西

輪

中

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
二
一
・

四
・

九

認

可

年

月

日

平
成
二
一
・

四
・
二
一

認

可

年

月

日

同

小

寺

哲

雄

養
老
郡
養
老
町
押
越

三
八
五
番
地

同

伊

藤

哲

男

同

三
三
五
番
地
一

同

日

比

健

治

同

五
五
九
番
地
二

同

細

川

忠

男

養
老
郡
養
老
町
柏
尾

二
一
六
番
地
一

同�
山

二
十
三

同

明
徳

一
一
二
番
地

同

若

山

英

夫

同

九
六
番
地

同

野

村

一

義

養
老
郡
養
老
町
勢
至

三
九
番
地

同

安

藤�
雄

同

竜
泉
寺

一
八
七
番
地

同

藤

塚

滿

義

同

養
老

一
〇
三
八
番
地
二

監
事

山

幡�
已

同

石
畑

九
三
四
番
地

同

伊

藤

彪

同

押
越

二
六
一
番
地

同

畑

川

正

男

同

柏
尾

五
六
一
番
地

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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